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新型コロナウイルス感染症に係る行政検査（PCR検査及び抗原検査）の 

集合契約による委託契約締結について 

 

 平素より本県の衛生行政の推進に多大なご尽力を賜り厚く御礼申しあげます。 

標記について、厚生労働省より別添の通知があり、適切な感染対策等がとられ

ている医療機関から、都道府県等に申し出があった場合には、速やかに、感染症

法第 15 条に基づく調査（「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出」又は

「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検査」にかかる診療報酬の算定要件に

該当する場合に限る。）に関する委託契約等の手続を進めることとされました。 

 つきましては、集合契約による貴会との委託契約の締結等について、格別のご

配慮をお願いいたします。 

記 

１．集合契約による委託契約の締結 

県及び市と複数の医療機関（受託者）との委託契約締結にあたって、貴医

師会に取りまとめ機関となっていただき、県及び市と貴医師会との間で、

集合契約による委託契約を締結 

委託者 受託者 取りまとめ機関 

富山市 
富山市に所在する医療機関のうち、 

委託契約の締結を希望する医療機関 
（公社）富山県医師会 

富山県 
富山市以外に所在する医療機関のうち、 

委託契約の締結を希望する医療機関 

２．委任状の取りまとめ 

貴会員医療機関に対して、行政検査の実施を希望するか呼びかけていた

だき、実施を希望する医療機関から、委託契約締結に関する権限の委任を

受けてください。委任を受けるにあたっては、医療機関から提出された別

添委任状のチェック欄が漏れなく記入されていることをご確認ください。 

 

事務担当：感染症・疾病対策班 



  令和２年 月 日 
新型コロナウイルス感染症に係る行政検査（PCR 検査及び抗原検査） 

の委託契約締結に関する委任状 
【代理人】 
 公益社団法人 富山県医師会 
 
      【委任者】 

医療機関名  
所在地 〒 
電話番号  
契約代表者役職・氏名                   印 
住所 〒 

 
当院は、公益社団法人富山県医師会に対し、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検

査の取扱いについて」（令和２年３月４日健感発０３０４第５号厚生労働省健康局結核感
染症課長通知）（その後改正を含む。以下「行政検査通知」という。）に規定された行政検
査の実施に係る委託契約に関する下記の権限を委任いたします。 
 

記 
 
１．PCR 検査（唾液）に係る委託契約を希望する場合 
○ 新型コロナウイルス感染症に係る PCR 検査（唾液）の実施について、富山県からの 

行政検査に係る委託契約の締結、変更並びに解約及び解除に関する一切の事項 
○ 当院が本件行政検査通知に規定された「帰国者・接触者外来及び帰国者・接触者外来

と同様の機能を有する医療機関として都道府県等が認めた医療機関」として新型コロ
ナウイルス感染症に係る検査を実施するための要件として掲げられている以下の事項
をいずれも満たしていることの都道府県等に対する表明 

 
（以下、全ての□にチェックがつくことが必要） 
□ 疑い例が新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者と接触しないよう、可能な限り

動線を分けられている（少なくとも診察室は分けることが望ましい）こと。 
□ 必要な検査体制が確保されていること。 
・自院内で検査、または民間検査機関への委託により検査を実施すること。 

□ 医療従事者の十分な感染対策を行うなどの適切な感染対策が講じられていること。 
具体的には、以下のような要件が満たされていることであり、詳細は、「新型コロナウ
イルス感染症が疑われる者等の診療に関する留意点について（その２）」（令和２年６
月２日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部事務連絡）を参照すること。 

・標準予防策に加えて、飛沫予防策及び接触予防策を実施すること。 
・採取された唾液検体を回収する際には、サージカルマスク及び手袋を着用すること。 
・個人防護具など必要な備品について、自院で手配すること。 



２．１に加え、PCR 検査(喀痰、鼻咽頭拭い液等の唾液以外の検体)又は抗原検査も実施 
することを希望する場合 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る PCR 検査（喀痰、鼻咽頭拭い液等の唾液以外の検
体）又は抗原検査の実施について、富山県からの行政検査に係る委託契約の締結、変
更並びに解約及び解除に関する一切の事項 

○ 当院が本件行政検査通知に規定された「帰国者・接触者外来及び帰国者・接触者外来
と同様の機能を有する医療機関として都道府県等が認めた医療機関」として新型コロ
ナウイルス感染症に係る検査を実施するための要件として掲げられている以下の事項
をいずれも満たしていることの都道府県等に対する表明 

 
（以下、全ての□にチェックがつくことが必要） 
□ 疑い例が新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者と接触しないよう、可能な限り

動線を分けられている（少なくとも診察室は分けることが望ましい）こと。 
□ 必要な検査体制が確保されていること。 
・自院内で検査、または民間検査機関への委託により検査を実施すること。 

□ 医療従事者の十分な感染対策を行うなどの適切な感染対策が講じられていること。具
体的には、以下のような要件が満たされていることであり、詳細は、「新型コロナウイ
ルス感染症が疑われる者等の診療に関する留意点について（その２）」（令和２年６月
２日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部事務連絡）を参照すること。 
・標準予防策に加えて、飛沫予防策及び接触予防策を実施すること。 
・採取された唾液検体を回収する際には、サージカルマスク及び手袋を着用すること。 
・鼻腔や咽頭から検体を採取する際には、サージカルマスク等、眼の防護具（ゴーグル
又はフェイスシールド）、ガウン及び手袋を装着すること。 

・エアロゾルが発生する可能性のある手技（例えば気道吸引、下気道検体採取等）を実
施する場合は、N95 マスク（または DS2 など、それに準ずるマスク）、眼の防護具
（ゴーグル又はフェイスシールド）、ガウン及び手袋を装着すること。 

・個人防護具など必要な備品について、自院で手配すること。 

  



（参考） 
「新型コロナウイルス感染症が疑われる者等の診療に関する留意点について（その２）」 
（令和２年６月２日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部事務連絡）（抜粋） 
 
２．新型コロナウイルス感染症患者（同感染症が疑われる者も含む。以下同じ。）を診察する際の感染

予防策について 
（１）各地域における新型コロナウイルス感染者の報告状況や帰国者・接触者外来の設置状況等を考

慮し、各医療機関は下記に基づいて感染予防策を講じること。 
・新型コロナウイルス感染症患者に対しては、標準予防策に加えて、飛沫予防策及び接触予防策を実
施すること。 

・同患者から採取された唾液検体を回収する際には、サージカルマスク及び手袋を着用すること。 
・同患者の鼻腔や咽頭から検体を採取する際には、サージカルマスク等、眼の防護具（ゴーグル又は
フェイスシールド）、ガウン及び手袋を装着すること。 

・同患者に対し、エアロゾルが発生する可能性のある手技（例えば気道吸引、下気道検体採取等）を
実施する場合は、N95 マスク（または DS2 など、それに準ずるマスク）、眼の防護具（ゴーグル
又はフェイスシールド）、ガウン及び手袋を装着すること。 

・同患者の診察において上記感染予防策をとることが困難である場合は、最寄りの帰国者・接触者外
来に紹介すること。 

・基本的にシューズカバーをする必要はないこと。 
・個人防護具を着用中また脱衣時に眼・鼻・口の粘膜を触れないように注意し、着脱の前後で手指消
毒を実施すること。 



集合契約による 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15 条に基づく 

調査に関する事務契約書 

 

行政検査（PCR 検査又は抗原検査）の実施に係る診療報酬の算定要件に該当する場合において、

受診者の自己負担の軽減のための措置に関する事務について、富山県知事（以下「甲」という。）

と行政検査（PCR 検査又は抗原検査）の実施を希望する別添記載の医療機関（以下、各医療機関

を個別に「乙」という。）及び乙から行政検査の委託契約に関する権限の委任を受けた公益社団法

人富山県医師会（以下「丙」という。）は次の通り契約（以下「本契約」という。）を締結する。  

なお、本委託契約書は「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて」（令和２

年３月４日健感発0304第５号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「行政検査通知」とい

う。）が改正された場合には、本契約の当事者間で別途合意する場合を除き、当該通知の改正に基

づく見直しがされたものとみなすものとする。 

 

（委託期間） 

第１条 本契約の委託期間は、令和２年 月 日から令和３年３月31日までとする。 

 （契約保証金） 

第２条 契約保証金は、免除する。 

（公費負担） 

第３条 甲は、乙がPCR 検査（「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出」に係る診療報酬

の算定要件に該当する場合に限る。）又は抗原検査（「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗

原検出」に係る診療報酬の算定要件に該当する場合に限る。）を行った場合に、受診者のPCR 検

査料（「SARSCoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出」）及び検体検査判断料のうち微生物学的

検査判断料（初再診料などは含まない。）に係る自己負担に相当する金額又は抗原検査料

（「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出」）及び検体検査判断料のうち免疫学的検査

判断料（初再診料などは含まない。）に係る自己負担に相当する金額の補助を行うものとする。 

（支払方法） 

第４条 甲、乙の金銭の授受は、社会保険診療報酬支払基金富山支部又は富山県国民健康保険

団体連合会を介して行うこととする。 

（検査報告） 

第５条 乙は、PCR 検査（「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出」に係る診療報酬の算

定要件に該当する場合に限る。）又は抗原検査（「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検

出」に係る診療報酬の算定要件に該当する場合に限る。）に係る診療報酬の算定要件に該当す

る場合に限る）を実施した場合には、甲に報告することとする。なお、当該報告は、やむを

得ない事情がある場合を除き、乙が「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援シス

テム」（以下「HER-SYS」という。）に入力することにより行うこと。この場合において、乙は、

原則として、検体採取日当日中に「氏名」、「検体採取日」、「検査方法」、「検体」の項目を、

検査結果判明日当日中に「結果」の項目をHER-SYS に入力すること。また、甲は、乙からの

請求内容について疑義がある場合には、乙に対して必要な書類の提出等を求めることができ



る。 

第６条 乙は、前条に規定するHER-SYSによる報告ができない場合は、PCR検査または抗原検査

の結果判明後、検査結果票の写しとともに、電子データ（別紙様式）で検査結果を結果判明

日の翌日までに甲に報告するものとする。 

（受診者の自己負担額） 

第７条 乙は、本補助事業の対象に係る受診者に対して、PCR 検査料（「SARSCoV-2（新型コロ

ナウイルス）核酸検出」）及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料（初再診料などは

含まない。）に係る金額又は抗原検査料（「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出」）及

び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料（初再診料などは含まない。）に係る金額につい

て、医療保険各法の規定による医療又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57 年法律第

80 号）の規定による医療に要する費用の額の算定方法の例により算定した当該医療に要する

費用の額の合計額から医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療

に関する給付に関し保険者が負担すべき額を控除した額に係る受診者の自己負担額（他の公

費負担医療との適用順については、感染症法第37 条に基づく公費負担医療と同様の取扱いと

する。なお、同条に基づく公費負担医療と当該補助事業については、同条に基づく公費負担

医療の適用を優先する。）を受診者に支給するものとする。その際、受診者の自己負担額と相

殺することも差し支えないものとする。 

（検査の実施） 

第８条 乙は、PCR 検査又は抗原検査を実施するに当たり、適切な感染対策の実施など、行政

検査通知（その後の改正を含む。）に規定された「帰国者・接触者外来及び帰国者・接触者外

来と同様の機能を有する医療機関として都道府県等が認めた医療機関」として新型コロナウ

イルス感染症に係る検査を実施するための要件を遵守する。甲は、乙が本条に違反した場合、

又は、本条に規定する要件を満たしている旨の契約締結時の乙の表明が虚偽若しくは不正確

である場合には、直ちに乙との間の本契約を解約又は解除し、別添の「実施医療機関一覧表」

を修正することができる。その場合には、甲は修正した別添の「実施医療機関一覧表」を丙

に通知する。 

（感染対策） 

第９条 丙は、乙から、行政検査の委託契約に関する権限の委任を受けるに当たり、乙が前条

に規定する適切な感染対策が講じられていること等の要件を満たしている旨を表明している

ことを確認する。また、本契約が締結されたことをもって、丙が甲に対して乙による上記の

表明を伝達したものとみなされるものとする。 

（実施医療機関） 

第10条 丙は、本委託契約締結後に新たに他の医療機関から本契約の締結について委任を受け

た場合、又は、乙から本契約を解約する旨の申し出を受けた場合は、別紙の「実施医療機関

一覧表」を修正し、甲に通知するものとする。この場合には、甲が別段の異議を述べない限

り、当該通知がされた日をもって、別紙の「実施医療機関一覧表」の変更の効力が生じ、当

該変更の対象である医療機関との間で本契約の締結又は解約の効力が生じるものとする。 

（適用される診療） 

第11条 本契約は、本契約締結日にかかわらず、令和２年４月１日以降に実施した診療分から



適用する。ただし、同年３月診療分のうち、行政検査（PCR検査）に係る診療報酬が同年５月

22 日時点で未請求であり、同日以降に当該診療報酬の請求が行われるものについても、適用

する。 

（権利義務譲渡の禁止） 

第12条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな

い。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けたときは、この限りでない。 

 （再委託の禁止等） 

第13条 乙は、委託業務の処理を自ら行うものとし、他の者にその処理を委託し、又は請け負

わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けたときは、この限りでな

い。 

２ 乙は、前項ただし書の規定により他の者に委託業務の処理を委託し、又は請け負わせたと

きは、その者に対し、第20条及び第21条の規定に準じた秘密の保持及び個人情報の保護に関

する必要な措置を講じさせなければならない。 

３ 乙が第１項ただし書の規定により他の者に委託業務の処理を委託し、又は請け負わせたと

きは、当該委託業務に係る他の者の行為は、乙の行為とみなす。 

 （催告による解除権） 

第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告

をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間

を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 (1) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。 

(2) 履行期間内に委託業務を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に委託業務 

   を完了する見込みがないと認められるとき。 

(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

（催告によらない解除権） 

第15条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部または一部を解

除することができる。 

(1) 乙が第12条に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 

(2) 乙が委託業務を完了させることができないことが明らかであるとき。 

(3) 乙が委託業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(4) 委託業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行を 

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでそ

の時期を経過したとき。 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約

をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

(6) 乙が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（同法第

２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与

していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 



(7) 乙がこの契約の解除を申し出たとき。 

(8) 乙が次のいずれかに該当するとき。 

  ア 役員等（役員又はその支所若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をい

う。以下この号において同じ。）が暴力団員であると認められるとき。 

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

  ウ 役員等が自己、自法人若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められるとき。 

  エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接

的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる

とき。 

  オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

るとき。 

  カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当する

ことを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方とし

ていた場合（カに該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙

がこれに従わなかったとき。 

ク 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第49条に規定する排

除措置命令を行った場合において、当該排除措置命令が確定したとき。 

ケ 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納

付命令を行った場合において、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が

独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

  コ 乙の役員又はその使用人、または協力医療機関の役員又はその使用人について刑法（明

治40年法律第45号）第96条の６又は第198条による刑が確定したとき。 

（解除の制限） 

第16条 第14条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであると

きは、甲は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（損害賠償請求及び違約金） 

第17条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合において甲に損害を及ぼしたときは、その

損害を賠償するものとする。 

(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。 

(2) 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除された場合 

(3) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨にしたがった履行をしない場合又は債務の履行 

不能である場合。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、前項の損害賠償のほか、委託料の

10分の１に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

 (1) 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除された場合 

 (2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の債務について履行不能となった場合 



３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75号）

の規定により選任された破産管財人 

(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律第154

号）の規定により選任された管財人 

(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第225

号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当するとみ

なされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することが

できない事由によるものであるときは、第1項及び第２項の規定は適用しない。 

５ 第１項第１号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託料から既履行部

分に相応する委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に係

る法律（昭和24年法律第256号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて

計算した額とする。 

（賠償の予約） 

第18条 乙は、この契約に関して、第15条第８号クからコまでのいずれかに該当するときは、

甲がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による委託料の10分の２

に相当する額を支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

(1) 第15条第８号ク又はケに該当する場合であって、排除措置命令又は納付命令の対象とな

る行為が、独占禁止法第２条第９項に基づく不公正な取引方法（昭和57年公正取引委員会

告示第15号）第６項に規定する不当廉売に該当するときその他甲が特に認めるとき。 

(2) 第15条第８号コに該当する場合であって、刑法第198条の規定による刑が確定したとき。 

２ 前項の規定は、委託業務が完了した後においても適用する。 

３ 前２項の規定は、甲に生じた実際の損害額が第１項に規定する賠償金の額を超える場合に

おいては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

（損害のために生じた経費の負担） 

第19条 委託業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために生じた

経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合に

おいては、その損害のために生じた経費は、甲が負担するものとする。 

（秘密の保持） 

第20条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

（個人情報の保護） 

第21条 乙は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個

人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

（契約の更新） 

第22条  この契約は、甲が別途定める日までに、甲丙いずれかが別段の意思表示をしないとき

は、この契約と同一の条件をもって満了の日の翌日から向こう１年間は、この契約を更新し

たものとする。以後この例による。 

 



（協 議） 

第23条 この契約について疑義が生じた事項又はこの契約に定めのない事項については、必要

に応じて甲丙が協議のうえ定めるものとする。 

 

 

この契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、甲及び丙が記名押印のうえ、各自そ

の１通を保有するものとする。 

 

 

令和２年 月 日 

 

甲 富山市新総曲輪１番７号 

富山県知事  石 井  隆 一 

 

 

乙 別添のとおり 

 

 

丙 富山市蜷川336番地 

公益社団法人富山県医師会 

会長     馬 瀬  大 助 



（別添）実施医療機関一覧

PCR検査（唾液）
PCR検査(喀痰、鼻咽頭拭い液等の唾液以外の検体)
又は抗原検査

○○病院 930-0000 富山市 新総曲輪1-7 076-444-9687 ○ ○

○○病院 930-0000 富山市 新総曲輪1-7 076-444-9687 ○ ×

委託内容
医療機関名 郵便番号 住所 電話番号



別 記 

個人情報取扱特記事項 

 

第１ 基本的事項 

乙は、この契約による事務（以下「委託事務」という。）を処理するために個人情報（個人

に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個

人を識別することができるもの（他の情報を照合することができ、それにより特定の個人を

識別することができることとなるものを含む。）をいう。以下同じ。）を取り扱うにあたって

は、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければな

らない。 

第２ 取得の制限 

乙は、委託事務を処理するために個人情報を取得するときは、当該委託事務の目的を達成

するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。 

第３ 秘密の保持 

乙は、委託事務を処理する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し、

又は解除された後においても、同様とする。 

第４ 利用及び提供の制限 

乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、委託事務を処理するために取り扱う個人情報

を当該委託事務の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。この契約

が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

第５ 安全確保の措置 

乙は、委託事務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他

の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

第６ 従事者への周知及び監督 

１ 乙は、委託事務に従事している者（以下「従事者」という。）に対し、在職中及び退職後に

おいて、当該委託事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当

な目的に利用してはならないことを周知しなければならない。 

２ 乙は、委託事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者

に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

第７ 複写又は複製の禁止 

乙は、委託事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写

し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けたときは、こ

の限りでない。 

第８ 資料等の返還及び廃棄 

１ 乙は、委託事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を、業

務完了（業務中止及び業務廃止を含む。以下同じ。）後直ちに甲に返還しなければならない。

ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

２ 乙は、委託事務を処理するために甲から引き渡され、又は乙が自ら作成し、若しくは取得

した個人情報が記録された資料等（前記１の規定により甲に返還するものを除く。）を、業務



完了後速やかに、かつ、確実に廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、

その指示に従うものとする。 

第９ 取扱状況の報告及び調査 

甲は、必要があると認めるときは、委託事務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状

況を乙に報告させ、又は随時、実地に調査することができる。 

第10 指示 

甲は、乙が委託事務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不

適正と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとし、乙はその指示に従わなけ

ればならない。 

第11 事故報告 

乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速

やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

第12 損害のために生じた経費の負担 

委託事務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害（第三者に及ぼした損害を

含む。）のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰

する事由による場合においては、その損害のために生じた経費は、甲が負担するものとする。 

第13 名称等の公表 

甲は、乙がこの契約に違反し、個人情報の不適正な取扱いを行った場合において、事前に

乙から事情の聴取を行った上で、次の⑴から⑸までのいずれかに該当すると認められるとき

は、乙の名称、所在地及びその個人情報の不適正な取扱いの内容を公表することができる。 

⑴ 第３の規定に違反し秘密を漏らしたとき。 

⑵ 第４の規定に違反し目的外の利用又は提供をしたとき。 

⑶ 第５の規定に違反し必要な措置を怠り個人情報を漏えい、滅失又はき損したとき。 

⑷ ⑴から⑶までに相当する個人情報の不適正な取扱いがあるとき。 

⑸ ⑴から⑷までに規定するもののほか、個人情報の不適正な取扱いの態様、個人情報の内

容、損害の発生状況等を勘案し、公表することに公益上の必要性があるとき。 



PCR検査実施結果報告書 別紙様式

医療機関名　　　　　　　　　　　 県への報告日　　　　　　　　　　　　　　　

担当者名　　　　　　　　　　　　 連絡先電話番号　　　　　　　　　　　　　 

セイ メイ 元号 年 月 日 元号 年 月 日 元号 年 月 日
検査結果

被検者氏名 生年月日 検体採取日 検査結果判明日
性別 検体



抗原検査実施結果報告書 別紙様式

医療機関名　　　　　　　　　　　 県への報告日　　　　　　　　　　　　　　　

担当者名　　　　　　　　　　　　 連絡先電話番号　　　　　　　　　　　　　 

セイ メイ 元号 年 月 日 元号 年 月 日 元号 年 月 日
検査結果

被検者氏名 生年月日 検体採取日 検査結果判明日
性別
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